
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市行財政改革大綱・実行計画 

報告書 
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北広島市 



目  次 

 

 

１ 報告書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

(1)行財政改革大綱・実行計画について 

 (2)行財政改革大綱・実行計画報告書作成 

２ 行財政改革大綱の総括・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 (1)行財政改革大綱の取組の総括 

 (2)改革の取組状況 

３ 基本目標・改革項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・３ 

４ 実施項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

５ 行財政改革大綱の成果と課題・・・・・・・・・・・・・６ 

６ 改革目標の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 報告書について  

 

（１）行財政改革大綱・実行計画について 

現計画である行財政改革大綱・実行計画は、前計画の行財政構造改革大綱（平成 17年から平成 26

年までの 10 年間）の基本的な考え方を継承し、新たな時代に則した改革項目を位置づけ、平成 27 年

3 月に策定しました。 

 行財政改革大綱は、行財政改革の基本的な方向性を示すもので、計画期間は第 5 次総合計画との

整合性を図るため、平成 27 年から令和 2 年までの 6 年間とし、3 つの基本目標を定め、取組を推進

してきました。 

 また、実行計画は、行財政改革大綱に基づいた取組を計画的に進めていくための具体的な内容と

その時期を定めたもので、市の現状や課題を踏まえて改革項目を設定し、中間年である平成 30 年度

には、市を取り巻く状況の変化に対応した実効性のある計画とするために見直しを行い、新たな改

革項目を追加し、取組を推進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）行財政改革大綱・実行計画報告書の作成 

  行財政改革大綱の 3 つの基本目標に紐づく 16 の改革項目を設定し、各改革項目に基づく具体的

な方策として 61の実施項目に取り組み、毎年、進行管理調査を実施し、公表しています。 

 本年度は、現計画期間の最終年度となることから、これまでの実施状況や効果、今後の課題等の取

組状況を「行財政改革大綱・実行計画総括報告書」としてとりまとめ、本内容を踏まえながらの次期

計画の検討を進めていきます。 

 

 

 

行 財 政 改 革 大 綱 

行財政改革の基本的な方向性を示すもの 

機能的な行政運営の推進 
市民協働・官民連携の推進 

実 行 計 画 

行財政改革大綱に基づいた具体的な改革項目を示すもの 

基本目標１  持続可能な財政運営の推進 

基本目標２  機能的な行政運営の推進 

基本目標３  市民協働・官民連携の推進 
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２ 行財政改革大綱の総括 

 

（１）行財政改革大綱の取組の総括 

北広島市では、平成 8 年度に行政改革大綱を策定し、これ以降、行財政環境の変化に対応しなが

ら、市民ニーズに応えられるよう幾度の計画改定を重ね、現在は平成 27年 3 月に策定した行財政改

革大綱・実行計画に基づき、基本目標を「持続可能な財政運営の推進」、「機能的な行政運営の推進」、

「市民協働・官民連携の推進」として取組を進めてきました。 

平成 27年度から令和元年度までの 5年間で実行計画に掲げた 61件の取組内容のうち 54件の取組

を実施し、令和元年度末時点の実施率は、88.5％となっており、未実施の取組についても令和 2 年

度に検討・実施する予定です。 

5 年間の取組の中では、財政運営指針の策定、補助金等交付規則の運用基準の策定、学校給食費の

公会計化、ふるさと納税制度の導入、公共施設等総合管理計画の策定など、持続可能な財政運営を推

進するため、財政数値の目標設定や独自財源の確保に向けた取組などを実施しました。 

 また、社会情勢の変化に対応した職員配置、各種職員研修の実施、人事評価制度の導入、新庁舎移

転に伴う ICT 化の推進、働き方改革の推進など、行政課題に対応できる効率的かつ実効性のある行

政組織の構築や人材育成、業務の効率化に努めました。 

 さらに市民参加条例に基づく新たな市民参加手法である市民会議の導入や、市民政策提案制度の

活用、公益活動団体における寄附金控除の拡大に向けた条例の制定、指定管理者制度の対象施設の

拡充など、更なる市民参加・市民協働、官民連携の推進を図りました。 

 これらの取組により、行財政改革大綱・実行計画に掲げた内容は概ね達成したと言えますが、基本

目標ごとに一部課題が残されており、次期計画においても継続して検討する必要がある取組も含ま

れています。 

 持続可能な行財政運営を実現するため、行政サービスの見直しや業務の効率化、市民ニーズに沿

った行政サービスの提供など、次期計画策定に向け、報告書の結果を踏まえ、引き続き課題の整理・

改革項目の検討を進めていきます。 

 

（２）改革の取組状況 

 

※令和元年度末時点 

 

 

 

 

 

 

完    了 継 続 実 施 検    討 令和 2年度実施予定 実施項目数合計 

22 件 32 件 6 件 1 件 61 件 

完 了・・・取組を達成したもの 

継続実施・・・取組を達成し、継続して実施しているもの 

検 討・・・実施に向け引き続き検討中のもの 
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３ 基本目標・改革項目一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全な中長期財政運営の確立 

補助金等の適正化 

債権管理の適正化 

使用料等の適正化 

独自財源の確保 

公共施設等の老朽化対策 

基本目標１ 持続可能な財政運営の推進 

基本目標２ 機能的な行政運営の推進 

 １ 

 ２ 

 

 

 

 

３ 

４ 

５ 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政組織の見直し 

職員育成の充実 

人事評価制度の導入 

政策評価の推進 

ＩＣＴ化の推進 

下水道事業の公営企業会計化 

働き方改革の推進 

市民参加の推進 

市民協働の推進 

アウトソーシングの推進 

基本目標３ 市民協働・官民連携の推進 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

１ 

２ 

３ 
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４ 実施項目一覧 

 

 改革項目 実施項目 担当課 

１ 

持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
推
進 

1-1 

健全な中長期財政

運営の確立 

1 財政運営指針の策定 財政課 

2 財政調整基金の確保 財政課 

3 減債基金の確保 財政課 

4 投資的経費の抑制 財政課 

5 特別会計繰出金の適正化 財政課 

6 財政状況の公表 財政課 

1-2 

補助金等の適正化 

1 補助金等交付基準の見直し 財政課 

2 補助金等の見直し 企画課 

3 補助金等交付状況の公表 財政課 

1-3 

債権管理の適正化 

1 債権管理条例の制定 税務課 

2 債権一元管理体制の構築 税務課 

3 債権回収業務の委託 税務課 

4 学校給食費の公会計化 学校給食ｾﾝﾀｰ 

5 収納方法の多様化 税務課 

6 個人住民税特別徴収の推進 税務課 

1-4 

使用料等の適正化 
1 使用料等の見直し 財政課 

1-5 

独自財源の確保 

1 寄附金制度の構築 企画課 

2 未利用市有地の処分 契約課 

3 市有資産への広告掲載 企画課ほか 

4 行政財産の有効活用 企画課 

1-6 

公共施設等の老朽

化対策 

1 公共施設等に関する長期計画の策定 企画課 

2 公共施設等一元管理体制の構築 企画課 

3 公共事業コスト構造改善プログラムの実施 工事・審査検査担当 
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 改革項目 実施項目 担当課 

２ 

機
能
的
な
行
政
運
営
の
推
進 

2-1 

行政組織の見直し 

1 行政組織のスリム化 職員課 

2 課・スタッフ規模の適正化 職員課 

3 定員管理の基本方針の策定 職員課 

4 債権一元管理体制の構築(再掲） 税務課 

5 公共施設等一元管理体制の構築(再掲) 企画課 

2-2 

職員育成の充実 

1 人材育成基本方針の見直し 職員課 

2 人を育てる職場風土の醸成 職員課 

3 職員研修の充実 職員課 

4 人事交流の実施 職員課 

2-3 

人事評価制度の導入 

1 公正な評価の実現 職員課 

2 各種研修の実施 職員課 

2-4 

政策評価の推進 

1 政策評価の活用 企画課 

2 部局運営方針の公表 企画課 

3 市民満足度・優先度・実感度調査の実施 企画課 

4 評価公表方法の改善 企画課 

2-5 

ＩＣＴ化の推進 

1 マイナンバー制度の活用 行政管理課 

2 行政事務の効率化 行政管理課 

3 収納方法の多様化(再掲) 税務課 

2-6 

下水道事業の公営企

業会計化 

1 下水道事業の公営企業会計化 経営管理課 

2-7 

働き方改革の推進 

1 仕事のやり方の改善 職員課 

2 ワークライフバランスの推進 職員課 

3 長時間勤務の是正 職員課 

３ 

市
民
協
働
・
官
民
連
携
の
推
進 

3-1 

市民参加の推進 

1 新たな市民参加手法の実施 市民参加･住宅施策課 

2 市民参加に係る情報の提供 市民参加･住宅施策課 

3 行政情報の共有化 企画課 

3-2 

市民協働の推進 

1 公益活動団体の活動拠点の整備 市民参加･住宅施策課 

2 市民協働に係る情報の提供 市民参加･住宅施策課 

3 寄附金控除の拡大 市民参加･住宅施策課 

3-3 

アウトソーシング

の推進 

1 業務委託の拡大 職員課 

2 債権回収業務の委託(再掲) 税務課 

3 指定管理者制度の導入 市民課ほか 

4 指定管理者制度の充実 契約課 
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５ 行財政改革大綱の成果と課題 

 

基本目標１ 持続可能な財政運営の推進 

 

【改革項目別主な成果と今後に向けて】 

 

改革項目 １ 健全な中長期財政運営の確立 

実施項目一覧 

1 財政運営指針の策定           2 財政調整基金の確保 

3 減債基金の確保 4 投資的経費の抑制 

5 特別会計繰出金の適正化 6 財政状況の公表 

成  果 

●平成 29年 10 月に基金の確保や投資的経費の抑制目標などを定める北広島

市財政運営指針を策定し、経常収支比率、健全化判断比率、基金残高及び

投資的経費に係る目標を設定し、毎年度、目標達成を意識した予算編成、

予算の執行管理を実施した。 

●国民健康保険事業特別会計、下水道事業特別会計への繰出金について基準

等を見直し、特別会計繰出金の適正化を図り、毎年度、各特別会計の運営

状況、繰出金の状況について決算額を市ホームページに公表した。 

課題・今後に向けて 

◆財政運営指針に定めた目標については、状況に応じた適切な見直しが必要であり、策定した目

標を達成するための手法についても引き続き検討する必要がある。 

 

改革項目 ２ 補助金等の適正化 

実施項目一覧 
 1 補助金等交付基準の見直し  2 補助金等の見直し 

 3 補助金等交付状況の公表  

成  果 

●令和 2年 4月から適用する北広島市補助金等交付規則の運用基準を令和元

年 9月に策定し、庁内へ周知するとともに、新たな基準に応じた個別の要

綱等の整備を各所管課で実施するよう要請した。 

●補助金等交付の透明性を確保するため、平成 30 年 4 月に平成 28 年度決算

及び平成 29 年度予算に係る補助金等の目的や交付基準、使途、効果を市ホ

ームページにおいて公表した。 

課題・今後に向けて 

◆統一的な基準を設定したものの、各補助金等において個別の要綱により定めるべき、補助対象

経費や補助金等の額の算出方法といった項目については、今後についても基準の順守や個別の

要綱の管理、補助金の見直し等を行う必要がある。 
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改革項目 ３ 債権管理の適正化 

実施項目一覧 

 1 債権管理条例の制定  2 債権一元管理体制の構築 

 3 債権回収業務の委託  4 学校給食費の公会計化 

 5 収納方法の多様化  6 個人住民税特別徴収の推進 

成  果 

●平成 29年度に強制徴収公債権（保育料・介護保険料・後期高齢者保険料）

の滞納分の一元管理を開始し、また、税金以外の債権において、督促・催

告・延滞金・処分停止・不納欠損処理・相続管理等について課題を整理

し、令和 2年 3月に強制徴収公債権と非強制徴収公債権のマニュアルを作

成した。 

●平成 29年度からの学校給食費の公会計化により、給食費の徴収、管理に関

する業務が市へ移行し、教職員の事務負担が軽減されたほか、市からの納

付催告等により給食費収納率が向上した。 

課題・今後に向けて 

◆収納方法の多様化については、市民の利便性の向上と業務の効率化を図るため、マルチペイメ

ントネットワークの活用やクレジットカード納付導入も含め、今後、導入に向けた課題等を整

理し、引き続き検討する。 

 

改革項目 ４ 使用料等の適正化 

実施項目一覧 1 使用料等の見直し          

成  果 

●設定基準の対象となる使用料・手数料については、平成 28 年度と令和元年

度に 3年に 1度の実態調査、改定の検討を行い、設定基準の対象とならな

い使用料・手数料については、所管課においてそのあり方について個別に

検討を行った。 

課題・今後に向けて 

◆使用料・手数料の積算を基準通りに行い受益者が適正な額を負担することで、公平性の確保や

市歳入の確保を図ったが、今後も定期的に実態調査や改定の検討に取組む。 
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改革項目 ５ 独自財源の確保 

実施項目一覧 
 1 寄附金制度の構築  2 未利用市有地の処分 

 3 市有資産への広告掲載  4 行政財産の有効活用 

成  果 

●平成 29年度からふるさと納税を開始し、市の知名度向上や来市により直接

まちを知ってもらえるような返礼品を導入した。さらに、平成 31年 4 月か

らは北海道日本ハムファイターズと連携した返礼品の提供を実施したほ

か、寄附額の増加に向け、ふるさと納税サイトの拡充を行った。 

●独自財源の取組として、北広島市未利用市有地処分等に関する基本方針に

基づき、将来的に公共用地として使用の見込みがない土地の処分を実施

し、財源確保に繋がった。 

課題・今後に向けて 

◆今後も独自財源の確保に向けて各種取組を推進していくほか、ネーミングライツの導入・実施

に向け、引き続き検討を進める。 

 

改革項目 ６ 公共施設等の老朽化対策 

実施項目一覧 
 1 公共施設等に関する長期計画の策定  2 公共施設等一元管理体制の構築 

 3 公共事業コスト構造改善プログラムの実施   

成  果 

●平成 28年 6 月に公共施設等の適正配置に向けた基本的な方向性を定めた北

広島市公共施設等総合管理計画を、令和元年 12月には総合管理計画に基づ

く各施設ごとの個別施設計画を策定した。さらに、公共施設等の適正配置

の推進に向け、情報共有や施設横断的な検討を行うため、平成 27年 11 月

に北広島市公共施設等マネジメント検討チームを設置し、公共施設カルテ

の整備を行った。 

●公共事業コスト構造改善プログラムを基に建設事業についてコスト改善を

実施し、年度毎にフォローアップを行い、その結果を市ホームページで公

表した。 

課題・今後に向けて 

◆今後については将来的な施設の適正配置、老朽化や利用状況を踏まえた配置計画、施設の利活

用を含めた管理体制の構築などについて整理していく必要がある。 
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基本目標２ 機能的な行政運営の推進 

 

【改革項目別主な成果と今後に向けて】 

 

改革項目 １ 行政組織の見直し 

実施項目一覧 

 1 行政組織のスリム化  2 課・スタッフ規模の適正化 

 3 定員管理の基本方針の策定  4 債権一元管理体制の構築(再掲） 

 5 公共施設等一元管理体制の構築(再掲)  

成  果 

●行政組織については、「簡素で効率的」、「分かりやすい」、「政策形成・施策

実現可能」という視点で組織の見直しを実施するとともに、業務委託や指

定管理者制度を推進するほか、行政課題の変化や新たな施策に迅速かつ的

確に対応できるような行政運営と職員体制の構築を図った。 

●社会情勢の変化により各部署の業務量が増加する中、行政サービスの総量

を踏まえた適切な職員配置や組織の統廃合を進めることで、行政組織のス

リム化を図ることができ、職員数は定員管理基本方針に定める 469 名以内

（災害復興・ボールパーク関連を除く）となっており、人件費の抑制が図

られた。 

課題・今後に向けて 

◆行政ニーズの多様化により各部署の業務量が増大する一方で、人口減少社会が進んでいる現状

を踏まえ、ICT 化の推進による行政手続きの簡素化、業務委託等の効果等の検証を行いなが

ら、適正な行政組織・職員数のあり方を検討していく必要がある。 

 

改革項目 ２ 職員育成の充実 

実施項目一覧 
 1 人材育成基本方針の見直し  2 人を育てる職場風土の醸成 

 3 職員研修の充実  4 人事交流の実施 

成  果 

●職員の育成については、平成 27年 10 月に人材育成基本方針を改定し、職

員研修計画に基づき、新任職員サポーター制度や若手職員の早期育成を図

るための自主研修グループ活動助成、コンプライアンス研修、イベント研

修などを実施し、職員個人の意欲や能力を引き出し、市民サービスの向上

につなげることができた。 

●国土交通省、北海道開発局のほか姉妹都市である東広島市、日本ハムファ

イターズ関連会社に職員を派遣することで、職員の視野の広がりや柔軟な

発想、人脈を得ることができ、円滑な市政運営に寄与している。 

課題・今後に向けて 

◆今後、世代交代に伴う若手職員の育成が急務であり、社会情勢に合わせた研修内容を迅速に盛

り込み実施していく必要がある。 
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改革項目 ３ 人事評価制度の導入 

実施項目一覧  1 公正な評価の実現  2 各種研修の実施 

成  果 

●人事評価制度の導入にあたっては、職員の人事評価実施規程を任命権者ご

とに制定し、市職員共有の仕組みで平成 28 年度から開始しました。また、

公正な人事評価の徹底を図るため、人事評価説明会、評価者研修、被評価

者研修を実施した。 

課題・今後に向けて 

◆人事評価により、職員のモチベーションを高め、組織全体の公務能率の向上や人材育成につな

げていくための評価結果の活用が課題となっている。 

 

改革項目 ４ 政策評価の推進 

実施項目一覧 
 1 政策評価の活用  2 部局運営方針の公表 

 3 市民満足度・優先度・実感度調査の実施  4 評価公表方法の改善 

成  果 

●毎年度、政策評価を実施し、評価結果を新たな政策など企画立案に活用し

改革や改善を図ったほか、市民満足度調査や意識調査を実施することで、

市民の市政に対する率直な意見を政策立案等につなげることができた。 

課題・今後に向けて 

◆今後は、推進計画との関係など評価方法のあり方について、引き続き検討する必要がある。 
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改革項目 ５ ＩＣＴ化の推進 

実施項目一覧 
 1 マイナンバー制度の活用  2 行政事務の効率化 

 3 収納方法の多様化(再掲)   

成  果 

●平成 29年度のマイナンバー制度の導入により、社会保障・税に係る行政手

続きにおける添付書類の削減、市民の利便性の向上、業務の効率化が求め

られている中で、住民票発行業務や児童扶養手当等の業務でマイナンバー

制度の活用ができるよう改修等を行った。 

●平成 29年度の新庁舎移転に伴い、無線 LAN の導入、庁内システムの仮想

化、端末の一元化等の実施で管理が行いやすくなったほか、ファイリング

システムを導入し文書管理システムの本格運用を開始した。 

課題・今後に向けて 

◆マイナンバーカードの取得率が依然として低く、今後もマイナンバー制度の活用の啓蒙を行っ

ていく必要がる。 

また、ICT 化の推進は行政事務の効率化を図る上で重要となることから、今後もテレワーク環

境の導入やフリーアドレスの検討、全庁的なペーパーレス化等に向けた検討を行っていく必要

がある。 

 

 

改革項目 ６ 下水道事業の公営企業会計化 

実施項目一覧  1 下水道事業の公営企業会計化   

成  果 
●毎平成 27 年度から公営企業会計化に向け計画的に準備を進めてきたことか

ら、平成 31 年 4月からスムーズに移行することができた。 

課題・今後に向けて 

◆公営企業会計は、複式簿記等の専門知識の習得や日常経理事務に手間と時間を要することか

ら、効率的な事務処理や知識・技術の継承を行う必要がある。 
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改革項目 ７ 働き方改革の推進 

実施項目一覧 
 1 仕事のやり方の改善  2 ワークライフバランスの推進 

 3 長時間勤務の是正  

成  果 

●職員一人ひとりが日常業務や会議の効率化等の取組を進めるよう、時間管

理研修や働き方改革研修を実施したほか、職場環境の改善、仕事と子育て

の両立に対する理解を深めるための啓発や職員の意識改革を図るため職場

内研修を実施した。 

●長時間勤務の是正については、毎年度時間外縮減方針を作成し、改善に取

り組んできましたが、各課によって時間外勤務時間数に大きなばらつきが

あり、適正な業務配分を行い事務量の均衡を図る必要がある。 

課題・今後に向けて 

◆男性職員の配偶者出産休暇と育児休業の取得率が低いこと、さらに年次有給休暇の取得日数が

職員間でばらつきがあることなどから、長時間労働の是正及び柔軟な働き方・働きやすい環境

整備について、引き続き働き方改革の推進に取り組む必要がある。 

 

基本目標３ 市民協働・官民連携の推進 

 

【改革項目別主な成果と今後に向けて】 

 

改革項目 １ 市民参加の推進 

実施項目一覧 
 1 新たな市民参加手法の実施  2 市民参加に係る情報の提供 

 3 行政情報の共有化  

成  果 

●これまでに、まちづくりへの参加が少なかった市民の参加を創出するた

め、無作為抽出によって選ばれた市民に、今後の北広島市のまちづくりに

ついて議論してもらう「市民会議」を開催したほか、審議会等の透明性確

保と市民との情報共有を図るため、会議録の内容や公表に関する統一的な

取扱を定めた。 

●審議会の開催やパブリックコメントの実施など市民参加に係る情報につい

ては、市ホームページ等により発信することで市民が市政に参加する機会

の推進に努めた。また、市民参加の推進を図るため、市民参加推進会議に

おいて、市民参加の手法等について検討を行い、令和 2年 3月に「市民参

加の推進に向けた方策」に関する提案書を作成した。 

課題・今後に向けて 

◆今後についても、引き続き、市民参加に関する理解や市民参加への意欲高揚に向けた取組、市

民参加推進会議の提案を踏まえた検討を進める必要がある。 
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改革項目 ２ 市民協働の推進 

実施項目一覧 
 1 公益活動団体の活動拠点の整備  2 市民協働に係る情報の提供 

 3 寄附金控除の拡大  

成  果 

●公益活動団体の活動の支援のあり方については、平成 30年度に実施した公

益活動団体意識調査の結果等を踏まえ、公益活動団体の活動の活性化を図

るための支援や各種補助金等制度の見直しに向けて、協働指針の見直しを

実施しており、令和 3年度の改定を予定している。 

●市民協働に係る情報については、市ホームページにより公益活動に係る情

報発信を行ったほか、公益活動団体への参加を促進するため NPO セミナー

を開催した。 

課題・今後に向けて 

◆平成 26年 12 月に北広島市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例を制定し

ましたが、制度創設以来、条例指定 NPO は 1 団体のみにとどまっているため、今後、NPO を取

り巻く情勢やニーズも踏まえながら NPO に対する支援のあり方について協働指針の中で整理し

ていく必要がある。 

 

改革項目 ３ アウトソーシングの推進 

実施項目一覧 
 1 業務委託の拡大  2 債権回収業務の委託(再掲) 

 3 指定管理者制度の導入  4 指定管理者制度の充実 

成  果 

●指定管理者制度については、平成 30 年度に広葉交流センターにおいて指定

管理者制度を導入し、指定管理者による創意工夫が見られ、利用者の増加

や満足度の向上、効率的な施設運営が行われている 

●指定管理者のモニタリング評価を実施し、評価結果を市ホームページに公

表するとともに、指定管理者へのフィードバックを行っている。 

課題・今後に向けて 

◆現在、直営で管理している北広島霊園の指定管理者制度の導入については、計画期間内の導入

は難しい状況にあるが、引き続き事業者と協議を実施していく予定である。 
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６　改革項目の実施状況

基本目標１　持続可能な財政運営の推進

1－1　健全な中長期財政運営の確立

1111
1　財政運営指針
の策定

持続可能な財政運営を行うため、
財政指標の目標などを定めた中長
期的な財政運営指針を策定する。

平成29年10月に北広島市財政運営指針を策定し、経常収
支比率、健全化判断比率、基金残高及び投資的経費に係
る目標を設定し、毎年度、目標達成を意識した予算編
成、予算の執行管理を実施した。

検
討

→ 完
了

財政課

1121
2　財政調整基金
の確保

歳計剰余金の活用について、次年
度の追加財政需要への対応と財政
調整基金への積立てに関する方針
として、財政運営指針において財
政調整基金の確保目標を定める。

平成29年10月に策定した財政運営指針において、財政調
整基金年1億2千万円、減債基金年7千万円の積立目標と、
特定目的基金も含めた基金残高の目標を設定した。

検
討

→ 完
了

財政課

1131
3　減債基金の確
保

将来の公債費負担を考慮し、その
平準化を図るため、財政運営指針
において減債基金の確保目標を定
める。

平成29年10月に策定した財政運営指針において、財政調
整基金年1億2千万円、減債基金年7千万円の積立目標と、
特定目的基金も含めた基金残高の目標を設定した。

検
討

→ 完
了

財政課

1141
4　投資的経費の
抑制

後年度の急激な負担増を回避する
ため、財政運営指針において起債
発行額の一定期間内における上限
を設定する。

平成29年10月に策定した財政運営指針において、建設事
業債発行額の目標を設定した。

検
討

→ 完
了

財政課

1151
5　特別会計繰出
金の適正化

各特別会計において給付費等の抑
制と事務費も含めた歳出削減に努
めるとともに、一般会計の負担区
分に関する基準を策定し、特別会
計への繰出金の適正化を図る。

国民健康保険事業特別会計繰出金について、一般会計の負担区
分を明確化、基準等を策定し、平成30年度の国民健康保険財政
運営の都道府県単位化に伴い、基準を一部見直した。
また、下水道事業特別会計については、令和元年度からの公営
企業化に伴い繰出基準を策定し、基準策定後は、繰出基準に基
づき適正な繰出を実施した。

検
討

→ → 実
施

→ → 財政課

1161
6　財政状況の公
表

各特別会計の運営状況や一般会計
の負担などについて、わかりやす
く公表する。

毎年度、各特別会計の運営状況、繰出金の状況について
決算額を市ホームページに公表した。

完
了

財政課

1－2　補助金等の適正化

1211
1　補助金等交付
基準の見直し

補助金等の定義や分類の見直しな
ど「北広島市補助金等交付基準」
の見直しを行う。

令和元年9月に「北広島市補助金等交付規則の運用基準」
を策定した。

検
討

→ → → 完
了

財政課

1221
2　補助金等の見
直し

補助金等交付の意義の薄れたも
の、目的が達成できたと見込まれ
るものなど、社会情勢の変化など
を見極めながら、補助金等のゼロ
ベースからの見直しを行う。

財政課において、令和元年9月に「北広島市補助金等交付
規則の運用基準」を策定し、庁内への周知を実施した。
また、新たな基準に応じた個別の要綱等の整備を各所管
課において実施するよう要請した。

検
討

→ → → 完
了

企画課

1231
3　補助金等交付
状況の公表

補助金等交付の透明性を確保する
ため、補助金等の目的・交付基
準・使途・効果などをわかりやす
く公表する。

毎年度、予算案の概要において補助金・交付金の一覧を
作成し、平成30年4月に平成28年度決算、平成29年度予算
に係る補助金等の交付状況を取りまとめ、市ホームペー
ジにおいて公表した。

検
討

→ → 実
施

→ → 財政課

1－3　債権管理の適正化

1311
1　債権管理条例
の制定

公債権と私債権の分類に応じた債
権管理方法の統一化、徴収不能な
債権の適正な処理基準の明確化を
行うため、債権管理条例を制定す
る。

平成27年度に金銭債権の滞納増加に対応するため、債権管理条
例の検討を開始し、平成29年度に強制徴収公債権（保育料・介
護保険料・後期高齢者保険料）の滞納分一元管理を実施した。
また、令和2年3月に強制徴収公債権と非強制徴収公債権のマ
ニュアルを作成し、今後、債権管理条例の制定に向け、私債権
等の具体的な債権管理に関する基準などについて検討を行う。

検
討

→ → → → → 税務課

1321
2　債権一元管理
体制の構築

効果的な債権管理を進めるため、複数債権
の一元管理体制を構築する。
第1期：強制徴収公債権（保育料・介護保
険料・後期高齢者保険料）
第2期：その他債権（学童保育料、市営住
宅使用料、学校給食費等）

平成30年度に第1期債権一元管理実施に係る担当間打合せ
や債権一元化実務者会議を実施し、税金以外の債権にお
いて、督促・催告・延滞金・処分停止・不納欠損処理・
相続管理などについての課題を整理し、令和2年3月に強
制徴収公債権と非強制徴収公債権のマニュアルを作成し
た。

検
討

→

一
部
実
施

→ → → 税務課

改革項目番号

番号 改革項目 計　画　内　容

計　画　内　容

番号 改革項目 計　画　内　容 これまでの取組 H27 H28

H29H28H27

H27 H28 H29 H30これまでの取組

これまでの取組

H29

担当課R2R1

担当課

担当課H30 R1 R2

R1 R2

H30
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1331
3　債権回収業務
の委託

債権回収の強化を図るため債権回
収業務について全般的な整理・分
析を行い、可能なものについては
債権回収会社への委託を行う。

一般民間事業者に委託できる範囲と、弁護士・認定司法
書士・サービサーなどの専門家に委託できる範囲が明確
に把握できていないので、他自治体の状況や委託先事業
者について調査・研究を行った。

検
討

→ → → → → 税務課

1341
4　学校給食費の
公会計化

学校給食費の予算及び決算処理に関す
る透明性の向上を図り、保護者負担の
公平性を確保するとともに教職員の給
食費収納に関する事務負担の軽減を図
るため、現在、私会計で運営している
学校給食費を公会計に移行する。

学校給食費の公会計化は、平成28年度までの検討を踏ま
え平成29年4月1日から開始した。

検
討

→ 完
了

学校給
食セン
ター

1351
5　収納方法の多
様化

市民の利便性の向上と行政事務の
効率化を図るため、マルチペイメ
ントネットワークの活用など収納
方法の多様化に向けた検討を行
う。

クレジットカード納付導入事業については、最低経費で
導入可能な事業者が令和3年度で事業撤退を表明している
ので、他のサービス提供事業者や基幹システムとの連携
について調査を行っている。

検
討

→ → → → → 税務課

1361
6　個人住民税特
別徴収の推進

給与所得者の利便性の向上、地方
税法に基づく適切な課税と徴収を
行うため、石狩振興局管内の自治
体との連携により個人住民税特別
徴収の推進を図る。

給与支払報告書を3通以上提出している市内事業者に対して、平
成28年度以降、特別徴収義務者の指定予告を実施し、対応可能
な事業者を特別徴収義務者に指定した。平成30年度は指定予告3
年目となり、予告対象が限定されてきたことから、取組の最終
段階となる強制指定を実施した。

検
討

→ → 完
了

税務課

1－4　使用料等の適正化

1411
1 使用料等の見
直し

(１)基準に基づく見直し
　消費税率の引上げによる維持管理経費へ
の影響を踏まえ、定期的な使用料等の見直
しを行う。
(２)基準適用外の使用料等の見直し
　基準の適用除外となり、独自の基準によ
り算出している使用料等については、設定
当時から見直しが行われていないケースが
多いことから、算定基準を明確にし、基準
の適用対象となる使用料等と同様に定期的
な見直しを行う。

「使用料・手数料の設定基準」の対象となる使用料・手
数料について、3年に1度の実態調査、改定の検討を行っ
た。(平成28年、令和元年に実施)
また、「使用料・手数料の設定基準」の対象とならない
使用料・手数料については、使用料・手数料所管課にお
いて、そのあり方について個別に検討した。

検
討

実
施

→ → 実
施

→ 財政課

1－5　独自財源の確保

1511

多様化する行政課題に対応し、か
つ、まちづくりへの参加意識の醸
成につながる寄附金制度を構築す
る。

ふるさと寄附金は、4つのふるさと納税ポータルサイトで
受付を実施しており、平成31年4月から北広島市北海道
ボールパーク基金を創設し、ボールパークに関する寄附
の受付を開始した。

検
討

→ 完
了

企画課

1512

寄附者が寄附金の使い道について
より実感できるよう、寄附金を充
当する事業の成果等について広く
周知を行うとともに、寄附金の充
当先である基金の種類について見
直しを行う。

平成30年4月からふるさと納税ポータルサイトにおいて寄
附金の使途を具体的に説明している。
また、平成31年4月からは、北広島市北海道ボールパーク
基金を創設し、ボールパークに関する寄附の受付を開始
した。

実
施

→ → 企画課

1513

より市の知名度向上や、来市につ
ながる寄附金制度となるよう、新
たな返礼品の開発に向けた検討を
行う。

平成30年4月に返礼品の見直しを行い、前年度から8品追
加し、平成31年4月からボールパークに関する返礼品の提
供を開始した。

実
施

→ → 企画課

1521
2　未利用市有地
の処分

未利用市有地をとりまく状況の変
化を踏まえながら、基本方針に基
づき、売却可能な未利用市有地の
処分を進める。

「北広島市未利用市有地処分等に関する基本方針」に基
づき、将来的に公共用地として使用の見込みがない土地
の処分を実施した。

実
施

→ → → → → 契約課

1531
基本方針に基づき、印刷物、ホー
ムページ、封筒等へ有料広告を掲
載する。

北広島市広告掲載に関する基本方針に基づき、印刷物、
市ホームページ、封筒等へ有料広告を掲載した。

実
施

→ → → → → 企画課

1532
新たな資産への広告掲載やネーミ
ングライツの導入など広告掲載対
象の拡大について検討を行う。

ネーミングライツについては、令和元年度に素案作成
し、具体的な実施時期等は引き続き検討する。

検
討

→ → → → → 政策広
報課

1541
4　行政財産の有
効活用

行政財産の余裕スペースの貸付け
や目的外使用許可により、市民の
利便性の向上と財源確保を図る。

行政財産の余裕スペースについて、自動販売機の設置等
により、市民の利便性の向上と財源確保を実施した。

実
施

→ → → → → 企画課

1　寄附金制度の
構築

3　市有資産への
広告掲載

番号 改革項目 これまでの取組計　画　内　容 H27

H28番号 改革項目 計　画　内　容

番号 改革項目 計　画　内　容

これまでの取組 H27

H29

これまでの取組 H27 H28 H29

H29 H30

H30H28 R1 R2

R1

担当課

H30 R1 R2 担当課

R2 担当課
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1－6　公共施設等の老朽化対策

1611
1　公共施設等に
関する長期計画
の策定

人口減少も考慮した公共施設等の更
新、統廃合、長寿命化を計画的に行
い、公共施設等の適正な維持管理、適
正配置と財政負担の軽減及び平準化を
図るため、市が管理するすべての公共
施設等の実態を把握した上で、総合的
な管理の方針を示した10年以上の長期
計画を策定する。

平成28年6月に北広島市における公共施設等の適正配置に
向けた基本的な方向性を定めた「北広島市公共施設等総
合管理計画」を策定し、令和元年12月には総合管理計画
に基づく各施設ごとの個別施設計画も策定した。

検
討

完
了

企画課

1621
2　公共施設等一
元管理体制の構
築

公共施設等に関する情報を集約
し、計画に基づく管理を効果的に
推進するため、公共施設等を一元
的に管理する体制を検討する。

平成27年11月に情報共有や施設横断的な検討を行う北広
島市公共施設等マネジメント検討チームを設置し、平成
29年度から公共施設カルテの公表を行っている。

検
討

→ 完
了

企画課

1631
3　公共事業コス
ト構造改善プロ
グラムの実施

公共事業の実施に関連する全ての部署
が連携し、公共事業の適正化、効率化
及び透明性の向上並びにコスト縮減を
図るため、平成27年1月に策定した「公
共事業コスト構造改善プログラム」
（計画期間：H27～H31）に基づく取り
組みを実施する。また、プログラムの
着実な推進を図るため、適切なフォ
ローアップを行い、その結果を公表す
る。

公共事業コスト構造改善プログラムを基に全ての建設事
業について、コスト改善を実施した。
また、年度毎にフォローアップを行い、その結果を市
ホームページで公表した。

実
施

→ → → 完
了

工事審
査・検
査担当

基本目標2　機能的な行政運営の推進

2－1　行政組織の見直し

2111

「簡素で効率的」「分かりやす
い」「政策形成・施策実現可能」
という視点で、行政組織の見直し
を進める。

行政課題の変化に対応するため、ボールパーク推進室や
防災危機管理室の設置等、組織体制の改編を実施した。

実
施

→ → → → → 職員課

2112

全庁的な視点による業務フローの
見直し、業務委託・指定管理者制
度の推進、ICT化の推進などによ
り、さらなるスリム化を図る。

成年後見センター業務、認知症支えあい事業、水道料金
関係業務等の委託化により、職員数の抑制が図られた。
ICT化については、RPAの導入に向けた研修会など、調査
研究を実施した。

検
討

→ 実
施

→ → → 職員課

2121
小規模な課・スタッフの統合など
による、課・スタッフ規模の適正
化を進める。

行政課題の変化に対応した組織体制の改編の際に、必要
に応じた課・スタッフ規模の適正化を実施した。

実
施

→ → → → → 職員課

2122

人事評価制度の運用による適正な
人事管理（採用・昇任・異動）シ
ステムを構築するとともに、人材
育成基本方針において「各職員に
期待される能力と意欲態度」を明
確化する。

平成27年10月に改定した人材育成基本方針において、「職位に
期待される能力と意欲態度」を示すとともに、平成28年度から
人事評価制度を実施するにあたり、「各職位における標準職務
遂行能力」を定めた。
また、人事評価の結果については、任用その他人事管理の基礎
としての活用や人材育成に積極的に活用するものとした。

検
討

→ 完
了

職員課

2131
3　定員管理の基
本方針の策定

現職員数を基本としつつ、市の財政状況や
市民ニーズに応じて変動する行政サービス
の総量に柔軟に対応できるよう、雇用と年
金の接続に係る再任用制度の動向、任期付
職員や再任用職員など多様な任用形態の職
員の活用などを踏まえた、定員管理の基本
方針を策定する。

平成28年3月に定員管理基本方針を策定した。
※定員管理基本方針H28～R2

完
了

職員課

2141
4　債権一元管理
体制の構築（再
掲）

効果的な債権管理を進めるため、複数
債権の一元管理体制を構築する。
第1期：強制徴収公債権（保育料・介護
保険料・後期高齢者保険料）
第2期：その他債権（学童保育料、市営
住宅使用料、学校給食費等）

平成30年度に第1期債権一元管理実施に係る担当間打合せ
や債権一元化実務者会議を実施し、税金以外の債権にお
いて、督促・催告・延滞金・処分停止・不納欠損処理・
相続管理などについての課題を整理し、令和2年3月に強
制徴収公債権と非強制徴収公債権のマニュアルを作成し
た。

検
討

→

一
部
実
施

→ → →
(1321
の再
掲)

2151
5　公共施設等一
元管理体制の構
築（再掲）

公共施設等に関する情報を集約
し、計画に基づく管理を効果的に
推進するため、公共施設等を一元
的に管理する体制を検討する。

平成27年11月に情報共有や施設横断的な検討を行う北広
島市公共施設等マネジメント検討チームを設置し、平成
29年度から公共施設カルテの公表を行っている。

検
討

→ 完
了

(1621
の再
掲)

改革項目 計　画　内　容

H30

R2番号

番号 改革項目 計　画　内　容 H27 H28

H29 H30

H29

2　課・スタッフ
規模の適正化

1　行政組織のス
リム化

H27 H28 R1

これまでの取組

これまでの取組

担当課R1 R2

担当課

-16-



2－2　職員育成の充実

2211
1　人材育成基本
方針の見直し

現人材育成基本方針を基本としつ
つ、地方分権の進展、大量退職に
よる職員構成の変化、人事評価制
度の導入などを踏まえ、人材育成
基本方針の見直しを行う。

平成27年10月に人材育成基本方針を改定した。
完
了

職員課

2221

若手職員の早期育成と職員間の知識伝
承を進めるため、職場内研修（ＯＪ
Ｔ）の充実や、新任職員サポーター制
度、知識伝承研修、職場内ジョブ・
ローテーションの推進など、人を育て
る職場風土の醸成を図る。

職員研修計画に基づき、職場内研修(OJT)を制度化した新
任職員サポーター制度やOJT育成担当者研修、知識伝承の
ための研修などを実施した。

実
施

→ → → → → 職員課

2222

「めざす都市像（総合計画）」「めざ
す職員像（人材育成基本方針）」など
を全職員が共有し、一丸となって仕事
に取り組んでいくため、特別職、管理
職等がそれぞれの思いを自らの言葉で
語る「朝のスピーチ」を実施する。

平成28年度から、特別職、管理職、新任主査、新採用職
員、各課選出職員が月曜日から金曜日までの日替わりで
業務開始後の2分間程度、庁内放送を使用して、仕事への
思いや職員として大切にしていること等について語る
「朝のスピーチ」を実施した。

実
施

→ → → → 企画課

2231
3　職員研修の充
実

職員の能力向上と意識改革を図るた
め、長期的な視点に立った職員研修計
画を策定するとともに、自主性を引き
出す自己啓発研修や法令順守の徹底を
図る研修など、時代の要請に対応した
研修を実施する。

若手職員の早期育成を重点とした研修計画を策定し、自
主研究グループ活動助成、コンプライアンス研修、イベ
ント運営研修、福祉事業体験研修、法制執務研修など時
代の要請に対応した研修を実施した。

実
施

→ → → → → 職員課

2241
4　人事交流の実
施

国、道をはじめとした他団体との
人事交流を実施し、職員の視野を
広げるなど人材育成につなげると
ともに、他団体で習得した見識な
どを市政運営に活用する。

国(国土交通省)、北海道(北海道開発局)のほか、姉妹都
市である広島県東広島市、北海道ボールパークの運営の
主体となる株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテ
イメントなどへ職員を派遣するとともに、北海道財務局
や広島県東広島市などから職員を任用した。

実
施

→ → → → → 職員課

2－3　人事評価制度の導入

2311
1　公正な評価の
実現

公正な人事評価（能力評価、業績
評価）を実現し、評価結果を人材
育成や人事管理へ活用するための
仕組みづくりを進め、人事評価制
度を導入する。

職員の人事評価実施規程を任命権者ごとに制定し、市職
員共通の仕組みで人事評価制度の実施を開始した。
制度の具体的な運用等については、人事評価マニュアル
に基づいて実施した。

検
討

実
施

→ → → → 職員課

2321
2　各種研修の実
施

人事評価制度の導入前における職
員への周知や研修を図るほか、導
入後については、公正な人事評価
の徹底を図るため、継続的な評価
者研修会を実施する。

人事評価制度について、人事評価説明会、評価者研修、
被評価者研修を実施した。

実
施

→ → → → → 職員課

2－4　政策評価の推進

2411

人員や財源など限られた経営資源
を有効活用するため、政策評価を
実施し、事業の改善や、総合計画
における政策の選択と集中に活用
する。

毎年、政策評価を実施し、評価結果を新たな政策など企
画立案に活用し、改革や改善を図った。

実
施

→ → → → → 企画課

2412
事務負担に配慮しつつ、より効果
的かつ効率的な評価とするため、
評価方法の改善を図る。

法令等で義務付けられている事業や数年度のうちに終了
が見込まれている事業など評価の必要性が低いものにつ
いては評価対象から除いた。

検
討

→ 完
了

企画課

2421
2　部局運営方針
の公表

部局ごとの基本方針、重点取組事
項、目標、中長期的な課題を明ら
かにした「部局運営方針」を公表
し、目標の達成に向けたＰＤＣＡ
サイクルを構築する。

平成28年度から、市ホームページにて「部局運営方針」
を公表した。

検
討

実
施

→ → → → 企画課

2431
3　市民満足度・
優先度・実感度
調査の実施

定期的(2年に1回程度)に無作為抽
出した市民を対象に、市民満足
度・優先度・実感度に関する意識
調査を実施し、政策評価や総合計
画の進行管理に活用する。

平成28年及び平成29年度に市民満足度調査(1,000人)を実
施し、平成30年度には、次期総合計画の策定に係る意識
調査(3,000人)を実施した。

検
討

実
施

→ → → → 企画課

2441
4　評価公表方法
の改善

広報などを活用し、評価公表方法
の改善を図る。

ホームページなどでの評価結果の公表を実施した。
検
討

実
施

→ → → → 企画課

これまでの取組

これまでの取組改革項目 計　画　内　容

H29 H30番号 改革項目 計　画　内　容 これまでの取組 H27 H28

番号

番号 改革項目 計　画　内　容

R1

R1 R2 担当課

R2

H30

H29H27

2　人を育てる職
場風土の醸成

H27 H28

H30 R1H28

R2 担当課

担当課

H29

1　政策評価の活
用

-17-



2－5　ＩＣＴ化の推進

2511
法で定められた手続きついてマイ
ナンバーを活用し、添付書類の削
減など利便性の向上を図る。

平成29年度のマイナンバー制度の本格運用に合わせ、各
種システムでマイナンバー制度を活用できるよう、改修
等を行った。

検
討

→ 完
了

行政管
理課

2512
市の独自業務についてもマイナン
バーの活用について検討する。

現行としては市の独自業務についてのマイナンバーの活
用については、検討中である。

検
討

→ → → → → 行政管
理課

2521
2　行政事務の効
率化

システムごとに分かれている庁内ネット
ワークや端末の一元化、無線LANの導入、
文書管理・電子決裁システムの運用、クラ
ウド化を含めた電算システムの見直しなど
により、管理コストの縮減、業務フローの
改善、ペーパーレス化を進め、行政事務の
効率化を図る。

平成29年の新庁舎移転に伴い、無線LANの導入やファイリ
ングシステムの導入に伴う文書管理システムの本格運用
を開始した。
また、庁内システムの仮想化、端末の一元化等を実施し
た。

検
討

→ 実
施

→ → → 行政管
理課

2531
3　収納方法の多
様化（再掲）

市民の利便性の向上と行政事務の
効率化を図るため、マルチペイメ
ントネットワークの活用など収納
方法の多様化に向けた検討を行
う。

クレジットカード納付導入事業については、最低経費で
導入可能な事業者が令和3年度で事業撤退を表明している
ので、基幹システムの受託会社に他の事業者を調査する
よう依頼し、基幹システム会社で対応できる1社を確保し
た。

検
討

→ → → → →
(1351
の再
掲)

2－6　下水道事業の公営企業会計化

2611
1　下水道事業の
公営企業会計化

公営企業会計化に向けた基本方針
の策定、固定資産情報をはじめと
する会計情報や条例・規則・会計
システムなどの整備を行い、下水
道事業を公営企業会計化する。

公営企業会計化に向けた準備として、平成27年度から平
成30年度に地方公営企業法適用基本計画の策定、固定資
産調査・評価、庁内調整事務、例規の整備、金融機関の
指定、会計移行に関する事務、職員研修、公営企業会計
システムの導入、経営戦略策定等を実施した。

検
討

→ → → 完
了

経営管
理課

2－7　働き方改革の推進

2711
1　仕事のやり方
の改善

庁内会議や資料作成などの庁内業
務について統一的なルールづくり
を行うなど、仕事のやり方の改善
に向けた検討を行う。

職員一人ひとりが業務の効率化・簡素化・削減の必要性
を理解し、意識改革や会議の効率化等の取組みを進める
よう、時間管理研修や、働き方改革研修を実施し、意識
啓発を図った。

実
施

→ → 職員課

2721
2　ワークライフ
バランスの推進

子育てしながら働きやすいと実感
できる職場環境の実現を図るた
め、「次世代育成支援特定事業主
行動計画」に基づいた取組を引き
続き実施する。

職員に対する育児に関連した休暇等制度の周知を行うた
め、庁内イントラネットに休暇等制度を掲載したほか、
職場環境の改善、仕事と子育ての両立に対する理解を深
めるための啓発や職員の意識改革を図るため、職場内研
修を実施した。

実
施

→ → 職員課

2731
3　長時間勤務の
是正

職員の健康増進、労働生産性の向
上を図るため、「時間外勤務の縮
減及び適正管理方針」に基づいた
取組を引き続き実施する。

毎年度時間外縮減方針を作成し、事前命令・事後確認の
徹底、業務の見直し・改善の取り組みについて推進し
た。

実
施

→ → 職員課

基本目標3　市民協働・官民連携の推進

3－1　市民参加の推進

3111
1　新たな市民参
加手法の実施

これまで参加の機会が無かった市
民の参加の場を創出するため、総
合計画の策定などにおいて無作為
抽出による市民会議を開催する。
また、その効果を検証のうえ、市
民参加手法の拡充を図る。

無作為抽出によって選ばれた市民に、今後の北広島市の
まちづくりについて率直な意見をもらい、まちづくりに
反映していくことを目的に、様々なテーマによる市民会
議を実施した。また、その効果等を踏まえ、市民参加推
進会議において、新たな市民参加の手法についての検討
を行い、提案書の作成を行った。

実
施

→ → → → →

市民参
加・住
宅施策
課

3121
2　市民参加に係
る情報の提供

市民参加に係る情報（市民委員の
公募状況、委員会・審議会の開催
状況、議事録など）について、
ホームページなどを活用し市民に
わかりやすく提供する。

市民参加に係る情報（市民委員の公募状況、委員会・審
議会の開催状況、議事録等）について、市ホームページ
等を活用し公表をおこなった。
また、会議録等について、公表する内容と公表までの期
間を統一的な取り扱いとなるよう、「附属機関等の会議
録等の公表に関する指針」を策定した。

実
施

→ → → → →

市民参
加・住
宅施策
課

3131
3　行政情報の共
有化

市の現状、課題やこれらに関する
各種データ、政策等の検討経過、
財政の状況、第三セクターの経営
状況などについて、市民とのさら
なる共有化を図る。

部局運営方針や各一般会計及び特別会計の運営状況、土
地開発公社や夜間急病センターの決算状況を公表した。

検
討

→ 完
了

企画課

担当課

R2 担当課

担当課H28

R1

R2

R2

担当課

H29 H30 R1 R2

R1

H30 R1H29

H28 H29 H30

番号 改革項目 計　画　内　容 H27 H28 H29 H30

H27 H28番号 改革項目 計　画　内　容 これまでの取組

1　マイナンバー
制度の活用

番号 改革項目 計　画　内　容 H27これまでの取組

これまでの取組

計　画　内　容 これまでの取組 H27番号 改革項目
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3－2　市民協働の推進

3211

公益活動団体の活動の活性化を図
り、市民への周知、相互の交流を
促進するため、公益活動団体の活
動拠点となる公益活動センター(仮
称)を整備する。

公益活動団体の活動拠点については、平成27年度にNPO法
人へのアンケート調査を実施したところ、「全市的な拠
点施設は必要ない」や「望む機能があれば利用したい」
との意見が大半であったことから、当面の間、整備を実
施しないものとし、公益活動団体の課題・要望等を踏ま
えながら、協働指針の見直し作業の中で整理を行う。

検
討

→ → → → →

市民参
加・住
宅施策
課

3212
公益活動団体の活動の活性化を図
るための支援のあり方について検
討する。

平成30年度に実施した公益活動団体意識調査の結果など
を踏まえ、公益活動団体への支援策のあり方や、各種補
助金等制度の見直しに向けて、協働指針の見直し作業の
中で検討を行った。

検
討

→ 実
施

市民参
加・住
宅施策
課

3221
2　市民協働に係
る情報の提供

公益活動への市民の理解を深め、
公益活動団体への参加促進を図る
ため、ホームページなどを活用し
公益活動団体の活動を広く市民に
提供する。

市ホームページにより、公益活動に係る情報発信を行っ
たほか、市民の公益活動団体についての理解を深め、公
益活動団体への参加を促進するため、NPOセミナーを開催
した。

検
討

→ 実
施

→ → →

市民参
加・住
宅施策
課

3231
3　寄附金控除の
拡大

協働のパートナーである市内NPO法
人への寄附を促進するため、個人
が一定の条件を満たす市内NPO法人
に寄附した場合に、個人市民税の
寄附金控除の対象とする制度を創
設する。

平成26年12月に「北広島市控除対象特定非営利活動法人
の指定の手続等に関する条例」を制定した。

完
了

市民参
加・住
宅施策
課

3－3　アウトソーシングの推進

3311
1　業務委託の拡
大

新庁舎建設やマイナンバーの導入
を踏まえ、市の業務について引き
続き業務改善を図るとともに、官
民連携が可能な業務についての委
託化や、個別に委託している業務
の総合委託化を図る。

成年後見センター業務、認知症支えあい事業、水道料金
関係業務等の委託化により、職員数の抑制を図った。

検
討

→ 実
施

→ → → 職員課

3321
2　債権回収業務
の委託（再掲）

債権回収の強化を図るため債権回
収業務について全般的な整理・分
析を行い、可能なものについては
債権回収会社への委託を行う。

クレジットカード納付導入事業については、最低経費で
導入可能な事業者が令和3年度で事業撤退を表明している
ので、他のサービス提供事業者や基幹システムとの連携
について調査を行っている。

検
討

→ → → → →
(1331
の再
掲)

3331
直営で管理してきた広葉交流セン
ターについて、平成30年度から指
定管理者制度を導入する。

平成27年度から導入に向けた検討を進め、広葉交流セン
ターについて、平成30年度から指定管理者制度を導入し
た。

検
討

→ → 完
了

市民課

3332
直営で管理している中央公民館、
北広島霊園について、指定管理者
制度の導入を検討する。

中央公民館の指定管理者の導入については、社会教育委員の会
議の答申において、直営により公民館事業の推進をすべきと示
されたことから導入を見送ることとした。また、北広島霊園に
ついては、平成29年度に指定管理者の募集を実施するも委託業
務の内容が一部困難との理由から事業者が見つからず、翌年度
からは引き続き事業者との協議を行っている。

検
討

→ →
社会教
育課、
環境課

3341
4　指定管理者制
度の充実

指定管理者による施設の管理運営及びサー
ビスの提供が適正かつ確実に履行されてい
るかを確認、評価を行うモニタリングを実
施し、その結果を市民に公表するともに、
指定管理者にフィードバックすることで、
さらなるサービスの質の向上と効果的かつ
効率的な施設運営を図る。

平成29年度にモニタリング評価の評価項目において、利
用者のアンケート調査や意見箱等を設置し、利用者の満
足度に係る項目を盛り込み、令和元年には自己評価項目
の変更を行い、評価結果を市ホームページに公開すると
ともに、指定管理者へフィードバックを行った。

検
討

→ 実
施

→ → → 契約課

担当課H29 H30 R1 R2

R1

これまでの取組

R2 担当課

H27 H28

H28 H29 H30

1　公益活動団体
の活動拠点の整
備

3　指定管理者制
度の導入

番号 改革項目 計　画　内　容 これまでの取組 H27

番号 改革項目 計　画　内　容
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